
様

式

第

十

（

第

九

条

関

係

）

道

路

整

備

計

画

報

告

書

番

号

年

月

日

道

路

管

理

者

印

地

方

整

備

局

長

（

北

海

道

開

発

局

長

、

都

道

府

県

知

事

）

殿

道

路

法

第

七

十

六

条

第

一

号

の

規

定

に

よ

り

道

路

整

備

計

画

を

作

成

（

変

更

）

し

た

の

で

別

紙

書

類

を

添

え

て

報

告

し

ま

す

。

一

高

速

自

動

車

国

道

又

は

一

般

国

道

と

の

連

絡

そ

の

他

の

道

路

の

整

備

に

関

す

る

基

本

的

な

方

針

二

主

要

な

幹

線

道

路

に

関

す

る

路

線

ご

と

の

整

備

の

目

標

及

び

方

針

三

共

同

溝

の

整

備

そ

の

他

の

道

路

の

構

造

の

保

全

及

び

円

滑

な

道

路

交

通

の

確

保

に

関

す

る

事

項

の

う

ち

特

に

重

要

な

も

の

四

そ

の

他

道

路

の

整

備

に

関

す

る

事

項



相

手

方

住

所

氏

名



道

路

法

第

六

十

九

条

第

一

項

（

第

七

十

条

第

一

項

前

段

）

の

規

定

に

よ

る

損

失

の

補

償

に

つ

い

て

、

同

条

第

二

項

（

同

条

第

三

項

）

の

規

定

に

よ

る

協

議

が

成

立

し

な

い

か

ら

、

左

記

に

よ

り

裁

決

を

申

請

し

ま

す

。

記

一

、

損

失

の

事

実

二

、

損

失

の

補

償

の

見

積

り

及

び

そ

の

内

訳

三

、

協

議

の

経

過

年

月

日

裁

決

申

請

者

住

所

氏

名

印

収

用

委

員

会

御

中

備

考一

、

裁

決

申

請

者

が

二

人

以

上

の

場

合

は

、

連

名

で

申

請

す

る

こ

と

が

で

き

る

こ

と

。

二

、
「

損

失

の

事

実

」

に

つ

い

て

は

、

発

生

の

場

所

及

び

時

期

を

あ

わ

せ

て

記

載

す

る

こ

と

。

三

、
「

損

失

の

補

償

の

見

積

り

及

び

そ

の

内

訳

」

に

つ

い

て

は

、

積

算

の

基

礎

を

明

ら

か

に

す

る

も

の

と

し

、

法

第

七

十

条

第

一

項

後

段

の

規

定

に

よ

つ

て

工

事

を

行

う

こ

と

を

要

求

す

る

場

合

は

、

そ

の

費

用

の

見

積

り

を

あ

わ

せ

て

記

載

す

る

こ

と

。

四

、
「

協

議

の

経

過

」

に

つ

い

て

は

、

経

過

の

説

明

の

ほ

か

に

協

議

が

成

立

し

な

い

事

情

を

明

ら

か

に

す

る

こ

と

。

都

（

道

、

府

、

県

、

市

、

町

、

村

）

道

路

線

認

定

に

関

す

る

告

示

道

路

法

（

昭

和

二

十

七

年

法

律

第

百

八

十

号

）

第

七

条

（

第

八

条

）

の

規

定

に

基

き

、

都

（

道

、

府

、

県

、

市

、

町

、

村

）

道

の

路

線

を

次

の

よ

う

に

認

定

す

る

。

そ

の

関

係

図

面

は

、
、
、
、

に

お

い

て

一

般

の

縦

覧

に

供

す

る

。

年

月

日




